
避難につながる取組の推進について

広島県土木建築局土砂法指定推進担当
主査 胡田一史
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土砂災害警戒区域
＜土砂災害のおそれがある区域＞

土砂災害特別警戒区域
＜建物が破壊され、住民に大きな被害が

生じるおそれがある区域＞

基礎調査の実施

土砂災害防止法の概要



土砂災害の種類

がけ崩れ
急傾斜地（傾斜の角度３０

度以上で高さが５ｍ以上の

もの）において、大雨や長

雨などにより雨水が地面に

しみこみ、緩んだ“がけ”が

とつぜん崩れ落ちるもので

す。

土石流
山や谷（渓流）の土、石、木

などが、大雨や長雨等によ

る水といっしょになって、す

ごい勢い（およそ時速４０～

５０ｋｍ）で流れてくるものを

いいます。

地すべり
大雨や長雨等により雨水

が地面にしみこみ、水の力

によって持ち上げられた地

面が広い範囲にわたりゆっ

くりと動き出すものをいいま

す。
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土
石
流

こんなところが指定されます

谷の出口（氾濫開始地点）
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土砂災害警戒区域では

7

警戒避難体制の整備

土砂災害から生命を守るため，災害情報の伝達や避難が
早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。



土砂災害特別警戒区域では(1)

新築や増・改築をしようとする場合，想定される衝撃に

対し，建築物が安全であるか建築確認が必要です。
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土砂災害特別警戒区域では(2)

住宅宅地分譲や，老人ホーム，病院などの要配慮者利用

施設の建築を行う場合の開発行為には許可が必要です。
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土砂災害特別警戒区域では(3)

著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し，移転の

勧告が図られる場合があります。

なお，移転される方には融資や資金の確保などの支援処置があります。
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広島県の土砂災害警戒区域等の指定状況
基礎調査結果 公表箇所数 （H31.3月末時点）

土砂災害警戒区域（イエロー） ：47,428箇所
土砂災害特別警戒区域（レッド）：44,761箇所

区域指定箇所数 （H31.3月末時点）

土砂災害警戒区域（イエロー） ：36,254箇所
土砂災害特別警戒区域（レッド）：33,953箇所

区域指定箇所数 （進捗状況＜R1.9月末時点＞）
土砂災害警戒区域（イエロー） ：41,104箇所
土砂災害特別警戒区域（レッド）：38,585箇所
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広島市安佐北区
口田南５丁目【２名死亡】

府中市木野山町【１名死亡】

広島市南区丹那町
【１名死亡】

竹原市新庄町【２名死亡】

竹原市東野町【１名死亡】

東広島市河内町中河内【３名死亡】

三原市久井町【２名死亡】

広島市安芸区矢野東７丁目外【12名死亡】

土 砂 災 害 の 発 生 状 況

※発生件数は土砂災害危険箇所で土砂災害が発生した
箇所，土砂災害危険箇所以外で土砂災害による人的
被害及び人家
被害等が発生した件数（広島県土木建築局砂防課調べ）

広島市安芸区上瀬野【4名死亡】

尾道市防地町外【２名死亡】

呉市阿賀南９丁目【 １名死亡】

坂町小屋浦【15名死亡】

呉市天応西条外【10名死亡】

広島市安佐北区口田南３丁目【１名死亡】 熊野町川角５丁目【 12名死亡】土砂災害による人的被害
計 87 名

東広島市西条町下三永【３名死亡】

呉市音戸町早瀬２丁目【２名死亡】

呉市安浦町中畑外【 ４名死亡】

東広島市西条町馬木【２名死亡】

土砂災害発生状
況土砂災害発生箇所数(※)

1,242 箇所

三原市木原６丁目【１名死亡】

呉市吉浦新出町【３名死亡】

竹原市港町５丁目【１名死亡】

三原市大和町【２名死亡】

土石流
地すべり
急傾斜

凡
例

平成３０年７月豪雨 土砂災害の発生状況
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土砂災害による人的被害発生箇所における犠牲者は，土砂災害警戒区域及
び土砂災害危険箇所で多く発生しており，本県がお示しした警戒区域等の情報
が必ずしも避難行動につながらなかったことが課題

土砂災害警戒区域等の指定における課題
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呉市吉浦新出町

三原市木原6丁目



検討会委員

■河川・ダム部会 ■砂防部会

氏 名 所 属 分 野

◎土田 孝 広島大学 大学院工学研究科 教授 地盤・地質

内田 龍彦 広島大学 大学院工学研究科 准教授 河川

海堀 正博 広島大学 大学院総合科学研究科 教授 砂防

河原 能久 広島大学 大学院工学研究科 教授 河川

田中 健路 広島工業大学 環境学部 准教授 水文気象学

長谷川 祐治 広島大学 大学院総合科学研究科 准教授 砂防

福島 雅紀 国土交通省 国土技術政策総合研究所
河川研究部 河川研究室長

河川

川﨑 将生 国土交通省 国土技術政策総合研究所
河川研究部 水循環研究室長

ダム

石井 靖雄 国立研究開発法人 土木研究所 土砂管理研
究グループ 火山・土石流チーム 上席研究員

砂防

若林 伸幸 国土交通省 中国地方整備局 河川部長 河川・ダム・砂防

氏 名 所 属 分 野

◎河原 能久 広島大学 大学院工学研究科 教授 河川

内田 龍彦 広島大学 大学院工学研究科 准教授 河川

田中 健路 広島工業大学 環境学部 准教授 水文気象学

土田 孝 広島大学 大学院工学研究科 教授 地盤・地質

福島 雅紀 国土交通省 国土技術政策総合研究所
河川研究部 河川研究室長

河川

川﨑 将生 国土交通省 国土技術政策総合研究所
河川研究部 水循環研究室長

ダム

若林 伸幸 国土交通省 中国地方整備局 河川部長 河川・ダム・砂防

氏 名 所 属 分 野

◎海堀 正博 広島大学 大学院総合科学研究科 教授 砂防

土田 孝 広島大学 大学院工学研究科 教授 地盤・地質

長谷川 祐治 広島大学 大学院総合科学研究科 准教授 砂防

石井 靖雄 国立研究開発法人 土木研究所 土砂管理研
究グループ 火山・土石流チーム 上席研究員

砂防

若林 伸幸 国土交通省 中国地方整備局 河川部長
河川・ダム・

砂防

平成30年7月豪雨災害を踏まえた
今後の水害・土砂災害対策のあり方検討会
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【今後の対策】（抜粋）

○７月豪雨災害で見られた課題への対応

・避難につながる取組の推進

区域指定後の警戒避難体制の充実・支援策を
講じるとともに、民間アプリの活用やその他の
広報媒体による手法も
検討し、幅広い分野か
らの情報提供により、
避難につながる取組を
推進すること。

検討会から知事へ提言がなされました
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ヤフー株式会社と締結している災害協定に基づき，広島県内の
土砂災害警戒区域等のデータを提供し，ヤフーのサービス上に
掲載することで，県民へ土砂災害のおそれのある区域の更なる
周知を図る。また，ヤフーと意見交換を行い，本県が有する土砂
災害に関する知見等を活かした防災情報の提供を検討する。

調査結果の全戸配布，民間アプリの活用により周知の徹底を

図ることで，リスクを適切に把握し，有効な情報をもとに自らが
判断できる防災知識の向上を図り，避難につながる取組を推進

避難につながる取組の推進

民間アプリの活用新たな取組による効果（イメージ）

ヤフー上で警戒区域等と判定メッシュ情報を表示（イメージ）

広島県ヤフー

意見交換

データ活用

仕様の決定

ヤフー上で警戒区域等と判定メッシュ情報を公表

開 発

【知る】 【察知する】

【啓発】
住民

警戒区域等ＨＰ公表

地元説明会(周知)

調査結果の全戸配布 土砂災害危険度情報

土砂災害警戒情報

民間アプリの活用 その他防災情報

避難情報

土砂災害県民の集い

防災教育(出前講座)

病院等へ防災パンフ設置

ハザードマップ配布

防災教室(自主防)の開催

リスクの把握

自らが判断できる防災知識の向上

地元説明会(避難)【拡充】

行動原理を踏まえた施策（危機管理部局との連携）

データ提供

民間アプリの活用

有効な情報の提供
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大雨警戒時の確実な避難につながる取組として，ヤフー株式会社と連携し，共同開発してい
た『防災マップ（大雨警戒レベルマップ）』を6月25日（火曜日）から運用開始しました。これによ

り，全国同時に土砂災害警戒区域の認知度向上や避難につながる危険の周知が可能となり
ます。

ヤフー株式会社と共同開発した「防災マップ(大雨警
戒レベルマップ)」を運用開始しました！
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土砂災害から命を守る取組として，土砂災害
に係る啓発ポスターを県立広島大学防災マー
ケティング研究チームと連携して作成し，６月
18日（火曜日）から順次公共交通機関等に掲
示して，声掛け等による早期避難の重要性を
広く周知しています。

「土砂災害防止月間」の取組として
啓発ポスターを作成しました！

広島駅
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ガソリンスタンド

路面電車



防災教室の実施

22

地域の防災活動を担う自主防災組織の代表者等に対象を絞った防災教室を実施
し，土砂災害防止法の意義，警戒区域等の設定方法等を説明し，地域内の警戒区
域等を認識してもらうとともに，地域の防災リーダーが土砂災害に対して適切な防災
活動について考え，地域に発信できるよう支援を行う。



ご清聴ありがとうございました。
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